
東京土建国保組合の資格確認書・資格情報のお知らせについてのお問い合わせ先

東京土建国民健康保険組合 資格課 またはご所属の支部 (03-5348-2988)

「資格確認書」の使い方
（病院・薬局のかかり方）

今までの保険証と同じで医療機関や薬局の
窓口に提示することで受診できます。

受付

● マイナ保険証をお持ちでない方 名称が「被保険者証」
から「資格確認書」へ
変わるだけ

に交付しています

国民健康保険資格確認書と記載されている方

※毎年、有効期限が切れる前に、1年間有効の「資格確認書」を交付します。急いでマイナ保険証を作る必要はありません。
※「限度額適用認定証」や「特定疾病療養受療証」をお持ちの場合も、これまで通り、窓口で提示してください。
※70歳以上の方は今までどおり、「高齢受給者証」を交付します。受診する際は、「資格確認書」と「高齢受給者証」を窓口で提示してください。

「資格情報お知らせ」
の使い方
（病院・薬局のかかり方） 「資格情報のお知らせ」のみで、受診することはできません。

● マイナ保険証をお持ちの方

「マイナ保険証は不安…」という方はマイナ保険証の利用登録解除を申請することで、国保組合から「資格確認書」
を交付します。所属の支部または国保組合資格課まで利用登録解除の申請書を提出してください。

注意

マイナ保険証で受診します。
ただし、マイナ保険証が機械の故障などにより使え
ないときに、マイナンバーカードと一緒に医療機関
等の窓口に提示することで受診できます。

資格情報のお知らせと記載されている方

に交付しています
※自身の健康保険情報を確認するために、別途A4サイズのお知らせも交付しています。ご自宅等で大切に保管してください。

※マイナ保険証とは、マイナンバーカードを健康保険証として利用するための登録を行ったものです。

マイナ保険証をお持ちでない方には「資格確認書」を
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マイナ保険証をお持ちの方には「資格情報のお知らせ」を

交付しています

マイナンバーカードの電子証明書の有効期限をご確認ください
マイナンバーカードの電子証明書の有効期限は年齢問わず、発行日から5回目の誕生日までです。
有効期限の2～3カ月前に「有効期限通知書」が届き、引き続きマイナ保険証として利用するには
更新が必要です。お住いの市区町村窓口で更新手続きを行ってください。
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